
別記3 (関係団体の長)

家畜の飼養に係る衛生管理の状況等に関する定期報告の様式について

このことについて、別添のとおり都道府県知事宛て通知しましたので、御了知の上

飼養衛生管理基準の遵守の指導につき御協力方よろしくお願いします。
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【問い合わせ先】
農林水産省消費・安全局動物衛生課

担当:松井、本橋、中越、濱崎
TEL :03-6744-7144 (直通)

Email:siyoueiseikanri@maff. go. jp



７消安第 5406 号 

令和７年 12月 24日 

別記１（各都道府県知事） 殿 

農林水産省消費・安全局長 

家畜の飼養に係る衛生管理の状況等に関する定期報告の様式について 

日頃から、家畜衛生の推進に御尽力いただき感謝申し上げます。 

 家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令（令和７年農林水産省令第 44

号）により家畜伝染病予防法施行規則（昭和 26年農林省令第 35号）の一部が改正

され、新たな飼養衛生管理基準が公布されました。 

これを踏まえ、家畜伝染病予防法第 12条の４に基づく令和８年２月１日時点の家

畜の飼養に係る衛生管理の状況等に関する定期報告の様式について、別添のとおり

定めましたので、貴都道府県におかれましては本様式を用いて家畜の所有者、畜産

関係者等へ周知をお願いするとともに、取りまとめの上、国への報告について遺漏

なきようお願いします。 

 なお、本通知の発出をもって、「家畜の飼養に係る衛生管理の状況等に関する定期

報告の様式の改正について」（令和６年 12月 25日付け６消安第 5218号農林水産省

消費・安全局長通知）は、廃止します。 

（問い合わせ先） 

農林水産省消費・安全局動物衛生課 

家畜防疫対策室病原体管理班  

松井、本橋、中越、濱﨑 

Email：siyoueiseikanri@maff.go.jp 

T E L：03-6744-7144 
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